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2020年春闘方針（案） 
 

自 交 総 連 

 

１．2020年春闘の位置付けとたたかいの焦点 
 

 自交総連は、この春闘を『道路運送法

改悪阻止、地域公共交通の充実、賃上げ、

職場権利の確立 20春闘』と位置付けて

たたかう。 

 

(1) 白タク合法化阻止、タクシーを活かした地域公共交通の確立を 
 

 ライドシェアは、世界中を席巻する勢

いで拡大してきたが、その危険性が明ら

かになるとともに、各国で禁止や規制強

化が相次いでいる。最大企業のウーバー

は最高時には世界85か国に進出したとさ

れているが現在では63か国に縮小し、株

価も低迷している。安全性に対する批判

の高まりに押されたウーバーは12月５日

に報告書を公表したが、2017～18年の２

年間でウーバーにかかわる性的暴行被害

が5981件も発生していることが明らかに

なり、衝撃が広がっている。このような

ライドシェアは、日本では道路運送法

（道運法）に違反するものとして認めら

れていない。 

 これは、白タク合法化阻止のためにた

たかってきた我々の運動と共同の広がり

の成果であり、ライドシェアの進出を許

していない日本の運動は、世界的にも注

目されている。 

 しかし、規制緩和・新自由主義勢力は、

ライドシェア解禁をあきらめずに、様々

な手法で白タク合法化をねらっている。

その突破口として利用しようとしている

のが、未来投資会議の答申を受けて決ま

った自家用有償旅客運送（自家用有償運

送）の拡大、道運法の改悪である。その

具体化の審議が国交省交通政策審議会地

域公共交通部会で行われている。 

 同部会での審議では、国交省が、①交

通事業者が委託を受けたり実施主体に参

画する自家用有償旅客運送制度の創設、

②観光客を含む来訪者も輸送対象とする

こと――を道運法で明確化することを提

起している。しかし、未来投資会議や規

制改革推進会議での議論の経緯を考える

と、これらに加えて、交通空白地の定義

の明確化として都市部での自家用有償運

送を可能にしたり、MaaS（マース＝モビ

リティ・アズ・ア・サービス）のなかに

自家用有償運送を組み入れるなど、無限

定な拡大が入り込む可能性があり、道運

法改定の内容がどうなるかは予断を許さ

ない。 

 また、スーパーコンパクトシティー構

想やMaaSを引き合いに、国家戦略特区法

の改定で新たな特区を認定して、ライド

シェアや自家用有償運送の拡大をしてい
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くことも考えられる。 

 万一、ライドシェアが解禁されれば、

タクシー事業の壊滅につながるばかりか、

国民は安心・安全な交通手段を奪われ、

大量のライドシェア車両が交通渋滞や環

境破壊をもたらす甚大な被害をこうむる。 

 自家用有償運送の拡大、道運法の改悪

を契機にライドシェアへの突破口を開こ

うという推進勢力のねらいは明らかであ

り、この流れにストップをかけるたたか

いが、今春闘での最大の焦点となる。署

名や宣伝、自治体要請など具体的なとり

くみをつよめ、３月には国会周辺での大

規模な行動、４月には春闘要求の実現と

合わせて、ストライキを含む職場集会、

統一宣伝行動などの決起行動を構えて、

改悪阻止に全力をあげる。このとりくみ

については、共同を広げることをめざし、

ハイタク労働８団体等にもよびかけてい

く。 

 ジャスタビやnotteco（のってこ）、

CREW（クルー）などの実質的な白タクも

依然として営業をつづけており、道運法

にもとづく輸送秩序がなし崩しにされる

危険性も増している。 

 こうした動きは、タクシーやバスなど

公共交通機関の規制を破壊して、ライド

シェアという、安全の保障も、公共性も

ない、無責任な交通手段に国民の生命・

財産を委ねようとするものである。した

がって、これを阻止するたたかいは、公

共交通を守るたたかいにほかならない。

安心・安全、持続的な公共交通で国民の

移動する権利が確保される地域づくりが

できるように、国民との共同を広げてい

くことが重要である。 

 自動運転などの技術開発が進展してい

るが、バス・タクシーにおいては、「無

人」自動運転では旅客の安心・安全が確

保できないことは明らかであり、資格を

持った運転者が必要なことは今後も変わ

りはない。その運転者は、今後、乗客へ

の対応などを含めてより高度な資質が求

められることになり、自交総連が掲げる

タクシー運転免許構想を今後も重視して、

公共交通の担い手としての存在を高める

運動にとりくんでいく。 

 

(2) 社会的水準の労働条件確立を掲げ、企業の社会的責任追及を 
 

 労働組合は、労働者が団結をして要求

実現をしていく組織であり、その基本的

なたたかいは、要求に基づいて経営者と

団体交渉して、労働条件を改善していく

ことである。これを、全国の労働組合が

時期を合わせ、集中してとりくむのが春

闘である。 

 この春闘の意義を再確認して、原点に

立ち返って、20春闘では、すべての職場、

単組・支部が、組合員の要求をよく聞い

てまとめ、要求書として経営者に提出し

て、団体交渉で決定していくことを徹底

する。 

 自交総連の結成以来の基本的な経済要

求は「社会的水準の労働条件の確立」で

ある。2018年の産業計男性労働者の全国

平均年収は502万円であり、タクシー労

働者の平均年収は304万円で、格差は198

万円ある。公共交通を担う自交労働者が、

人並みの賃金を獲得するのは当然のこと

であり、決して過大な要求ではない。 

 しかし、この格差を埋めることは一度

の春闘で実現できるものではない。目標

にいかにして接近するかが問われること 
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実働率 実車率 走行㌔ 実車㌔
輸送
回数

実車㌔
単　価

基本
運賃

％ ％ km km 円 指数 回 円 円

2001年10月 87.3 43.9 283.9 124.7 50,569 100.0 30.0 405.5 660

2005年10月 81.2 44.7 270.3 120.9 48,970 96.8 29.6 405.1 660

2006年10月 79.5 45.7 275.2 125.7 50,436 99.7 30.5 401.2 660

2007年10月 79.4 45.6 269.8 123.0 49,306 97.5 29.4 400.9 660

2008年10月 79.9 41.8 254.6 106.4 45,599 90.2 25.9 428.6 710

2009年10月 84.2 39.1 242.4 94.8 40,857 80.8 23.9 431.0 710

2010年10月 85.7 39.9 244.4 97.5 41,829 82.7 24.9 428.9 710

2011年10月 85.1 40.5 246.0 99.6 42,965 85.0 25.0 431.2 710

2012年10月 84.2 41.5 245.9 102.0 44,339 87.7 21.8 434.5 710

2013年10月 82.6 43.3 245.5 106.3 45,889 90.7 26.1 431.7 710

2014年10月 81.7 43.6 246.5 107.5 47,458 93.8 26.3 441.6 730

2015年10月 80.2 44.3 246.3 109.1 47,955 94.8 26.0 439.5 730

2016年10月 77.4 45.2 244.4 110.5 48,725 96.4 26.3 441.0 730

2017年10月 77.0 47.1 243.7 114.8 51,261 101.4 28.8 446.5 410

2018年10月 77.1 46.8 243.8 114.1 51,267 101.4 27.6 449.3 410

2019年10月 74.7 47.6 243.0 115.7 53,080 105.0 27.4 458.8 420

実働率 実車率 走行㌔ 実車㌔
輸送
回数

実車㌔
単　価

基本
運賃

％ ％ km km 円 （指数） 回 円 円

2001年10月 83.6 42.1 209.4 88.1 31,833 100.0 18.6 361.3 660

2005年10月 78.9 40.9 208.5 85.3 29,447 92.5 18.0 345.2 660

2006年10月 77.5 41.8 210.0 88.0 30,282 95.1 19.0 344.1 660

2007年10月 76.3 42.2 209.0 88.0 30,373 95.4 19.0 345.1 660

2008年10月 76.4 41.9 204.0 86.0 29,580 92.9 19.0 344.0 660

2009年10月 78.3 38.3 189.0 72.0 25,399 79.8 16.0 352.8 660

2010年10月 77.3 39.9 194.0 77.0 27,141 85.3 17.0 352.5 660

2011年10月 78.8 40.5 197.0 80.0 27,986 87.9 18.0 349.8 660

2012年10月 76.9 41.1 196.0 81.0 28,216 88.6 18.0 348.3 660

2013年10月 74.3 41.7 196.0 82.0 28,963 91.0 19.0 353.2 660

2014年10月 71.5 41.8 198.0 83.0 29,109 91.4 19.0 350.7 680

2015年10月 69.4 42.9 200.0 86.0 30,028 94.3 19.0 349.1 680

2016年10月 67.0 44.3 201.0 89.0 31,133 97.8 20.0 349.8 680

2017年10月 65.1 46.1 202.0 93.0 32,825 103.1 21.0 352.9 680

2018年10月 67.1 45.7 203.0 93.0 33,317 104.7 21.0 358.2 680

2019年10月 64.6 46.3 201.0 93.0 33,151 104.1 21.0 356.5 690

資料：大阪タクシー協会

資料：東京ハイヤー・タクシー協会

図表１　東京・大阪のタクシー輸送実績の推移（１日１車当たり）

運送収入

運送収入

東　京（特別区・武三地区、普通車、全事業者） 税込み

大　阪（大阪市域、中型、全事業者） 税抜き（基本運賃のみ税込み）
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になる。賃金改善には、運転者一人当た

りの運送収入を引き上げる政策闘争も当

然必要であり、そのたたかいをすすめつ

つ、春闘では、社会的水準に接近するた

めに、経営者が労働者の要求に誠実に応

えて、社会的な責任を果たすよう追及し

ていかなければならない。 

 全国48の地域で2019年10月に予定され

ていたタクシーの運賃改定は、政府内部

の横やりで急きょ先送りにされ、2019年

12月13日公示、2020年２月１日実施とな

った。国交省は2019年12月10日付の通達

で、運賃改定の際に「適切に運転者の労

働条件改善措置を講ずること」「障がい

者割引など事業に要する経費を運転者に

負担させる慣行がある場合には、見直し

を図るよう留意すること」を事業者に指

導することを明らかにした。 

 改定が行われるところでは、改定の趣

旨である運転者の労働条件改善が確実に

実施されるように、十分な増収となる改

定率の確保、申請・査定原価の適正化、

減車による需給バランスの確保について

事業者と運輸局が責任をもつように求め、

ノースライドで確実に労働条件改善をか

ちとらなければならない。 

 自教労働者は、少子化による構造的な

入所者減がすすむなかで、コスト削減の

ために、パートや契約指導員の導入、長

時間労働の押し付け、賃金「合理化」や

労働者の権利を奪う攻撃にさらされてい

る。 

 観光バス労働者は、規制緩和による激

しい過当競争にさらされ、国が規制緩和

政策そのものを見直さないなかで、賃金

低下、長時間労働が野放しにされ、重大

事故、健康起因事故が後を絶たない。 

 すべての業種で、要求の前進をかちと

るために、団結を固めた闘争態勢を確立

し、未組織労働者を含めた全体に目を向

けて、正規・非正規の格差是正、地域・

企業ごとに最低賃金（最低賃率）の確立

など、底上げを重視する。 

 実際の交渉では、重点要求を定めて、

それを確実にかちとることをめざす。賃

金改善が、若い労働力を確保し、経営改

善にもつながることを経営者に自覚させ

る説得的な交渉を行う。労働組合として

の団結力を示し、ストライキや統一決起

行動を背景に、粘り強く交渉していく。 

 

(3) 共同の力で安倍政権を打倒し、政治の変革を 
 

 安倍内閣は2019年10月に消費税10％へ

の引き上げを強行した。予想されたとお

り、消費の落ち込みなど経済には深刻な

影響があらわれ、タクシーの運収も減少

している。 

 急浮上した安倍首相主催の「桜を見る

会」の問題は、安倍首相を筆頭に自公の

国会議員らが、税金で行われる行事を、

自らの支援者・後援会関係者の接待・供

応に利用していたという公私混同に加え、

安倍首相、菅官房長官という国のトップ

が、事実を隠すために平然とウソの答弁

を繰り返し、官僚をつかって公文書の破

棄、証拠隠滅をはかるという民主主義国

家の根幹にかかわる疑惑も次々と明らか

になっている。 

 白タク合法化の動きの根源は、新自由

主義の経済政策、規制緩和を推進する安

倍政権であり、ライドシェアの特徴であ

る雇用によらない働き方の拡大も、副

業・兼業の促進などと合わせてすすめら

れている。 
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  月　額
給　与

年　間
給　与

年　間
賞　与

年間
労働
時間

円 円 円 円 ％ 円 ％

タクシー労働者 242,500 2,910,000 130,400 3,040,800 61 2,293 1,326 58

産業計男性労働者 341,400 4,096,800 919,800 5,016,200 100 2,192 2,289 100

格　　差 98,900 1,186,800 789,400 1,975,400 101 963

（輸送人員は年度、台数は年度末、10年度末から台数の区分変更で軽を含む。国交省資料）

図表４　タクシー台数と輸送人員の推移（ハイヤー、個人等を含む）

図表２　タクシー労働者と他産業労働者の労働条件格差（2018年、全国平均）

　資料：厚生労働省「賃金センサス」「毎月勤労統計」

時　間
当たり
賃　金

年間収入

資料：厚生労働省「賃金センサス」

注．それぞれの項目ごとに全国平均を出しているので、数値が合わない部分がある。

図表３　タクシー労働者と他産業労働者の年収格差の推移
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 また、米国農産物輸入の自由化をすす

める日米貿易協定の承認案が国会を通過

し、将来は保険やサービス分野などの全

面自由化につながる日米ＦＴＡの交渉を

加速させようとしているほか、辺野古で

の新基地建設強行、「働き方改革」では、

解雇の金銭解決制度創設、裁量労働制の

拡大をねらうなどの悪政も相次いでいる。 

 白タク合法化を阻止し、数々の悪政を

止めるため、市民と野党の共同で安倍政

権打倒をめざして、労働者・国民の要求

が実現する政治に変革するたたかいを、

全労連・国民春闘共闘に結集してすすめ

ていく。 

 安倍首相は、憲法改悪をあきらめず、 

強引にすすめよ 

うとしているが、 

世論調査でも改 

憲反が多数であ 

り、桜を見る会 

疑惑の余波もあ 

って憲法審査会 

も実質的にひら 

けず、2020年までに改憲するという野望

は実現不能なところまで追い込まれてい

る。これは、3000万署名をはじめ国民の

声が改憲を押しとどめているということ

であり、ひきつづき新たな署名にとりく

んで、改憲策動の息の根を止めなければ

ならない。 

 

(4) すべての職場・地域で組織強化拡大に力の集中を 
 

 春闘では、すべてのたたかいを組織強

化拡大と結びつけてとりくむ。 

 春闘で、労働組合の姿が未組織労働者

の目に触れる機会が多くなる時期に、労

働組合に入って一緒に要求を実現しよう

という宣伝と対話を行うことが重要であ

る。地域公共交通充実署名のとりくみで

は、多くの未組織労働者と対話をして署

名を集め、組織化にもつなげる。運賃改

定など関心の高い問題で、ノースライド

という自交総連の実績、方針を伝えて、

一緒にたたかおうと呼びかける。 

 春闘での賃金・労働条件の改善は、自

分たちの組合だけでは十分な前進は獲得

できない。周囲に劣悪な労働条件の未組

織労働者が多く存在していれば、経営者

に「周りを見ろ、うちだけ突出するわけ

にいかない」と言われ、獲得した成果も

取り返されてしまいかねない。未組織労

働者を組織化して、底上げをしてこそ、

自分たちの要求も前進するのである。 

 自交総連は、2019年１月に組織拡大新

２か年計画を策定したが、組織の減少に

歯止めをかけ、増加に転ずるという目標

は達成できていない。しかし、新しい組

合ができ、組合員が加入してくる例をみ

ても、労働者のなかで団結してたたかお

うというエネルギーが消えたわけではな

い。数多くの宣伝と対話を重ねて、その

エネルギーを引きだすとりくみが重要で

ある。 

 未組織の職場には多くの法違反が蔓延

している。春闘のなかで、法令遵守、最

低労働条件の確立を求め、未組織労働者

を含めて地域ぐるみで労働条件改善めざ

して、経営者や行政との交渉をすすめて

いく。 

 組織拡大の先頭に立つ活動家を育てて

いくことも必要である。たたかいの実践

のなかで学べるように、若手の役員を適

切な任務につけて成長する機会を与え、

一丸となってとりくんでいく。 
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年度 2000 2017 増減 2000 2017 増減 2000 2017 増減
億円 ％ 台 台 ％ 万円 ％

全 国 20,565 14,621 -28.9% 210,028 186,247 -11.3% 979 785 -19.8%

北海道 1,203 753 -37.4% 11,360 9,745 -14.2% 1,059 773 -27.0%

青 森 264 128 -51.4% 3,389 2,457 -27.5% 778 522 -33.0%

岩 手 180 108 -39.7% 2,500 2,189 -12.4% 719 495 -31.1%

宮 城 378 233 -38.3% 3,996 3,907 -2.2% 945 596 -36.9%

福 島 219 125 -42.9% 2,879 2,342 -18.7% 759 533 -29.8%

秋 田 129 60 -53.2% 1,860 1,208 -35.1% 692 499 -27.9%

山 形 109 62 -43.3% 1,308 1,261 -3.6% 830 488 -41.2%

東 京 5,639 4,295 -23.8% 36,201 30,813 -14.9% 1,558 1,394 -10.5%

神奈川 1,367 1,039 -24.0% 9,506 9,834 3.5% 1,438 1,057 -26.5%

千 葉 637 457 -28.2% 6,565 5,808 -11.5% 970 787 -18.9%

埼 玉 658 504 -23.5% 6,209 5,844 -5.9% 1,060 862 -18.7%

群 馬 138 81 -41.3% 2,218 1,567 -29.4% 621 516 -16.9%

茨 城 225 139 -38.3% 3,476 2,734 -21.3% 649 509 -21.5%

栃 木 156 101 -35.4% 2,106 1,795 -14.8% 742 563 -24.2%

山 梨 86 52 -38.7% 1,204 945 -21.5% 711 555 -21.9%

新 潟 270 159 -40.9% 3,495 2,783 -20.4% 771 572 -25.8%

長 野 237 136 -42.5% 3,348 2,701 -19.3% 708 505 -28.7%

富 山 94 56 -40.3% 1,105 944 -14.6% 854 597 -30.1%

石 川 140 99 -29.8% 1,711 1,778 3.9% 820 554 -32.4%

愛 知 850 686 -19.4% 9,302 8,404 -9.7% 914 816 -10.8%

静 岡 442 295 -33.3% 5,557 4,740 -14.7% 796 623 -21.8%

岐 阜 165 100 -39.5% 2,694 1,940 -28.0% 614 516 -16.0%

三 重 109 81 -26.0% 1,562 1,278 -18.2% 698 632 -9.5%

福 井 75 42 -43.4% 1,016 885 -12.9% 736 478 -35.0%

大 阪 1,558 1,128 -27.6% 15,559 15,419 -0.9% 1,002 732 -27.0%

京 都 585 436 -25.5% 6,801 6,276 -7.7% 860 694 -19.2%

兵 庫 589 444 -24.6% 7,774 6,848 -11.9% 758 649 -14.4%

奈 良 86 71 -18.4% 1,176 1,067 -9.3% 735 661 -10.1%

滋 賀 87 70 -20.1% 1,155 1,236 7.0% 757 566 -25.3%

和歌山 85 56 -34.0% 1,941 1,497 -22.9% 437 375 -14.4%

広 島 431 324 -24.8% 5,151 5,543 7.6% 837 585 -30.1%

鳥 取 58 37 -36.0% 763 687 -10.0% 766 545 -28.9%

島 根 86 53 -38.9% 1,348 1,213 -10.0% 640 435 -32.1%

岡 山 195 141 -27.6% 3,028 3,121 3.1% 644 452 -29.8%

山 口 173 115 -33.2% 2,656 2,338 -12.0% 650 493 -24.2%

香 川 114 65 -43.0% 1,702 1,445 -15.1% 672 451 -32.9%

徳 島 72 44 -38.7% 1,309 1,054 -19.5% 554 421 -23.9%

愛 媛 180 113 -37.4% 2,346 2,109 -10.1% 768 535 -30.4%

高 知 127 65 -48.7% 1,652 1,127 -31.8% 769 578 -24.9%

福 岡 907 697 -23.1% 10,118 9,496 -6.1% 896 734 -18.1%

佐 賀 86 54 -37.6% 1,336 1,088 -18.6% 646 495 -23.4%

長 崎 291 162 -44.5% 3,179 2,524 -20.6% 916 640 -30.1%

宮 崎 128 87 -32.4% 2,112 2,061 -2.4% 607 421 -30.7%

熊 本 241 162 -33.1% 3,797 3,167 -16.6% 636 510 -19.8%

大 分 175 101 -42.3% 2,581 2,087 -19.1% 679 485 -28.6%

鹿児島 215 136 -36.9% 4,101 3,444 -16.0% 524 394 -24.8%

沖 縄 322 269 -16.4% 3,876 3,498 -9.8% 832 770 -7.4%

図表５　法人タクシーの営業収入と車両数の推移（ハイヤー、個人等含まず）
資料：全タク連編「ハイヤー・タクシー年鑑」

車両数（年度末）営業収入（年度） １台あたり営収
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２．基本的な要求・課題とたたかいの力点 
 

(1) みんなに賃上げを、底上げ闘争の強化 
 

 

① 賃上げ要求の基本的構え 

 

 要求は、組合員の総意によって練り上

げることを重視する。 

 タクシーでは、社会的水準の労働条件

の確立は当然の権利であるとの観点で、

それへの接近、格差是正をはかり、減

車・輸送効率向上による営収増、職場権

利の確立と合わせて、実収入増を追求す

る。 

 ハイヤー・自教・観光バスは、賃上げ

とともに経営環境の改善を重視し、職場

政策要求への合意を明確にしたとりくみ

をはかる。 

 

② 一職場一重点要求の設定と獲得へ 

の徹底追求 

 

 春闘アンケートも活用して職場ごとに

組合員の要求をよく論議し、切実で身近

な改善要求を、必ずかちとる重点要求と

位置付けて設定し、獲得を徹底追求する。

とくに、青年、女性及び非正規雇用労働

者特有の要求を大切にし、みんなの力で

改善をはかる。 

 

③ 底上げ闘争の強化 

 

 タクシーでは下限賃率を地域ごとに設

定し、底上げ闘争を展開する。また、最

低賃金法違反の一掃など法令遵守を徹底

する運動によって、地域的な改善をめざ

す。 

 ハイヤー・自教・観光バスの業種では、

職場の全労働者を対象に時間額、日額、

月額による企業内最低賃金の締結をめざ

す。 

 

④ 運賃改定時のノースライド確保 

 

 運賃改定は、運転者の労働条件改善を

最大の目的として行われる。その趣旨が

守られるよう経営者、運輸局には以下の

点を要求する。①増収になる改定率の確

保、②原価には、アプリ配車やクレジッ

トカードの手数料、労働条件改善の原資

を含めて申請し、査定すること、③増収

を担保する適切な需給調整・減車の実施。

そのうえで、ノースライド（スライド賃

下げ阻止）を確保し、運転者負担の解消

など労働条件改善を実施させる。 

 

(2) 職場権利の確立、リストラ「合理化」阻止 
 

 

① 職場権利の確立と「合理化」対策 

 

 労働組合法にもとづく労働組合の権利

を確保し、対等・平等、正常な労使関係

の確立をはかる。 

 労働基準法、最低賃金法、改善基準告

示など基礎知識の学習を強化し、雇用、 
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労働時間、賃金に関する「権利の総点検」

をすべての地方、職場で行い、法令違反

の是正をはかる。 

 タクシーでは、運転者負担制度の廃止、

有給休暇取得の権利と賃金保障を追求し、

実利・実益を確保する。賃下げなしの労

働時間短縮をめざし、新たな運転者負担

の押しつけに反対する。 

 違法な日雇い・アルバイトの禁止（運

輸規則第36条）、定時制乗務員の賃金格

差改善、契約更新や有休の確保など非正

規労働者の権利確保をはかる。改正有

期・パート法（施行大企業2020年４月、

中小企業21年４月）も活用して非正規労

働者の均等待遇を求めるとともに、均等

待遇を理由とした正規労働者の労働条件

引き下げは許さない。 

 2020年４月から時間外労働の上限規制

が中小企業にも適用となることを踏まえ、

自教など対象事業では法の主旨である月

45時間以内の36協定の締結を行い、特別

条項（月100時間未満等）の締結は認め

ない。 

 

② 職場の確保、倒産・廃業対策 

 

 倒産・廃業及び身売り対策についての

学習をつよめる。 

 一方的な廃業 

や身売りを防止 

するため、労働 

組合との事前協 

議を前提とする 

同意約款の締結を経営者に要求していく。 

 経営困難を理由とする賃下げ「合理化」

提案があったときは、安易な妥協や激突

主義を戒め、説明責任を追及し、納得の

いく明確な説明と根拠（関係財務諸表の

提示など）をもって判断し対応する姿勢

を堅持する。 

 

③ モラルの確立、社会的貢献と地位 

の向上 

 

 日常的な接客（教習）態度やマナー改

善については、利用者サービス上の当然

かつ一般常識として、向上にとりくむ。 

 社会的貢献では、福祉タクシーや地域

公共交通維持への地方自治体助成制度の

改善・拡充をめざし、国の責任も追及し、

全国的なとりくみを展開する。自動車教

習所では、よりよい教習の実現や交通事

故をなくす課題への貢献を重視した職場

でのとりくみ強化をはかる。 

 

(3) 自家用有償運送拡大・道運法改悪阻止、政策要求実現 
 

 

① 自家用有償運送拡大・道運法改悪 

阻止、地域公共交通機関としてのタ 

クシーの発展 

 

 白タク合法化阻止のたたかいでは、自

家用有償運送拡大・道運法改悪阻止を最

重点としてたたかい、ライドシェアへの

突破口とさせないため、世論への働きか

けをつよめる。 

 住民の移動を保障する地域公共交通の

維持・充実を重視し、安心・安全なバ

ス・タクシーの活用を広げさせるため、

地方自治体への要請、申入れにとりくみ、

議会決議・意見書の採択をめざす。地方

自治体にタクシー問題を担当する部局の

設置を求め、地域交通でのタクシー活用

への国の助成の大幅な拡充を求めていく。 
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 ジャスタビ、notteco（のってこ）、

CREW（クルー）などの白タク行為の放任

状態を許さず、禁止を求める。外国人旅

行客相手の白タクの横行については厳し

い取り締まりを求めていく。 

 貨客混載の推進、運賃の多様化など新

たな規制緩和の動きは、旅客運送の根幹

を崩し、安全を軽視するもので、利用

者・運転者の利益にならない制度改悪に

反対していく。 

 これらの運動は、他労組、あらゆる団

体・個人と共同の発展をめざしてとりく

む。 

 

② 労働関係法の改悪部分を職場に入 

れさせず、「雇用の柔軟化」を阻止 

する 

 

 働き方改革一括法のなかの高度プロフ

ェッショナル制度など悪法は職場に入れ

させず、適用年収要件の緩和を阻止する。

非正規労働者の均等・均衡待遇、有休計

画付与、残業割増率アップなど使える部

分は労働条件改善に活用する。労働時間

短縮については、改善基準告示の改正を

求め、地域ぐるみで賃下げなしの時短を

はかる。新たな改悪としてねらわれてい

る解雇の金銭解決制度や裁量労働制の拡

大を阻止する。 

 「雇用の柔軟化」は、ライドシェアの

導入と連動して、労働者を請負の個人事

業者扱いにして権利を奪い、使用者は負

担すべきコストや責任をまぬがれるもの

であり、断固反対していく。 

 

③ 労働条件の改善、減車と適正な運 

賃水準の確保を 

 

 タクシー輸送の安心・安全、運転者の

労働条件改善及び事業の健全な発展をは

かるため、減車をすすめ適正台数を確保

するとともに適正な運賃水準、同一地域

同一運賃を確保するための諸施策を講じ

させる。 

 賃金制度の面では、累進歩合制度の廃

止（93号通達）及び保障給の設定（労基

法第27条）にもとづく改善指導の徹底を

はかる。 

 若年労働者にとって魅力ある賃金制度

の確立をめざし、オール歩合給賃金の改

善策では、最低賃金を基礎とした固定給

部分の制度的確立を求める。 

 時間外、休日及び深夜の割増賃金の適

正かつ確実な支払いを徹底させるととも

に、手待ち時間（＝労働時間）の取り扱

いを含め法令違反の地域的一掃をはかる

措置を講じさせる。 

 労働時間の面では、改善基準告示を超

える時間外労働及び休日労働はきびしく

規制させ、基準自体の改正をめざす。

“２車３人制から１車２人制へ”など

「車両における勤務形態」を地域的に改

善し、労働時間の適正化と経営の効率化

をはかる。 

 

④ 改正タクシー特定地域特措法の検 

証、再改正 

 

 施行後６年を迎える改正タクシー特定

地域特措法は、運転者の労働条件改善と

いう主旨に照らして実効性が発揮できて

いないことが明確になっている。同法に

は５年後の検討が規定されており、特定

地域・準特定地域の指定基準の改善、地

域協議会のあり方等について、再改正を

含めて、実効ある労働条件改善が実現す

るよう求めていく。 
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⑤ 二種免緩和阻止、タクシー運転免 

許の意義を広げる 
 
 二種免許取得の年齢・経験年数要件の

緩和は、タクシーの安全性を失わせ、運

転者の資質向上に逆行するものであり、

認められない。 

 ライドシェアに対抗するタクシーの最

大の利点は安心・安全であり、それを担

保するのは運転者である。運転者の資質

を向上させるタクシー運転免許構想を積

極的に打ち出し、国交省など関係機関に

対し、法制化実現についての検討を求め

ていく。 

 現行の運転者登録制度の適正な運用を

求め、講習・検定料が運転者個人の負担

とならないようにする。運転者の登録に

当たっては、事前チェックを重視し、違

法なアルバイト運転者などの登録防止を

はかる。講習、効果測定、試験内容の高

度化をはかるとともに、年齢上限の措置

を導入することを求めていく。 

 
(4) 自動車教習所における政策闘争の推進 

 

 自動車教習所は、少子化による18歳人

口の減少で入所者の減少が今後もつづく

ことが明らかになっており、指定教習所

数、指導員数も減少している。一方で、

高齢者教習など拡大している分野もある。

入所者減を理由にした賃金抑制や非正規

化などの「合理化」を許さないために、

職務領域や業務範囲の拡大を重視し、教

習所を地域の交通安全教育センターとし

て機能を強化させる政策提言の実現をは

じめ、「自教労働者の権利と社会的地位

の向上、事業の将来のために」（2003年

４月、第４回中執決定）にもとづきとり

くみの推進をはかる。 

 

(5) 観光バスにおける政策闘争の推進 
 

 観光バスは、規制緩和による過当競争

で、旅行会社の買いたたきなどによる事

業収益の悪化、コスト削減のための運転

者の労働条件悪化がすすみ重大事故が何

度も発生している。適正運賃の確保、旅

行会社による異常な手数料キックバック

要求の是正、長時間労働防止、インター

バル11時間を含む改善基準告示の改正な

どについて、全国バス部会で国交省に再

三申し入れているが、改善がすすんでい

ない。「バス労働者の権利と社会的地位

の向上、事業の将来のために」（2013年

９月、第５回中執決定）にもとづいて政

策要求の前進をはかる。 

 

３．たたかいの基本方向と組織の強化拡大 
 

(1) 学習春闘を重視し、全員参加で要求を練り上げる 
 

 労働組合とは何か、要求とは何かなど、

基本に立ち返った学習を重視し、「社会

的水準の労働条件が保障されるのは当然」

という権利要求の原則をみんなが理解で 
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きるように努める。要求実現にむけた経

営責任の追及と協力・共同の模索、要求

実現を妨げている経営環境の改善（地域

政策要求の実現）の視点を重視して全組

合員が参加して要求を練り上げていく。

また、要求面における多数派形成、一致

点の追求を重視し、他労組、未組織労働

者との対話と宣伝の推進をはかる。 

 

(2) みんなで決め、みんなの力を合わせ、みんなで行動を 
 

 みんなで決めた要求提出、回答指定、

統一行動に責任をもってとりくむことが

できるよう、産業別統一闘争の意義徹底

を含め中央・地方での指導強化をはかる。

統一行動については、足並みを揃え、統

一的な力を集中してたたかうことの重要

性を徹底する。 

 また、全労連・連合等上部団体の違い

を超えた中央・地方（地域）における共

同の実現に努める。 

 

(3) 地域に結集し、政治を変える春闘の前進を 
 

 生活危機突破をめざす地方（地域）労

連一体となった公務・民間共同の春闘推

進にむけ全力をあげる。とりわけ、地域

住民の移動する権利を保障する公共交通

のあり方、タクシーの活用を提起し、医

療・福祉、介護などを含めた住みよい街

づくり、地域経済の健全な発展に関わる

要求を持ち寄っての共同を大切にし、そ

の実現に努める。 

 悪政ストップ、政治の民主的転換に関

する国民的課題については、全労連・国

民春闘共闘委員会が提起するとりくみや

諸行動に参加し、国民的共同前進の一翼

を担う。 

 

(4) 仲間を増やし、組織の力をつけ、魅力ある自交総連の確立を 
 

 組織拡大は、2020年９月までを目標と

した新２か年計画（この方針案の末尾に

再掲）にもとづき、とりくむ。春闘では

３～５月を「組織拡大月間」に設定し、

全力をあげる。 

 組織拡大月間では、すべての地連（本）

が、期間中の目標を決め、担当者を配置

し、具体的な宣伝行動を組織していく。 

 

４．春闘体制、たたかいの流れと統一行動 
 

(1) 全労連・国民春闘共闘委員会の構想 
 

 全労連・国民春闘共闘委員会は2020年

春闘で、『実現しよう 大幅賃上げ、全

国一律最賃制度、均等待遇、消費税減税 

 許すな 安倍９条改憲、社会保障破壊 

 職場と地域で共同を拡げ、未来を切り

拓こう』をスローガンとし、以下の重点

課題を掲げている。 

① 日本経済の再生、持続可能な地域経 
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者 両 百万人 百万km 百万円

1999 2,336 100 37,661 100 252 100 1,614 100 543,354 100
2007 4,159 178 44,832 119 296 117 1,699 105 477,851 88
2008 4,196 180 45,785 122 303 120 1,697 105 409,999 75
2009 4,392 188 46,676 124 299 119 1,677 104 421,999 78
2010 4,492 192 47,452 126 300 119 1,652 102 433,422 80
2011 4,533 194 47,693 127 296 117 1,544 96 435,188 80
2012 4,536 194 48,135 128 312 124 1,605 99 449,457 83
2013 4,512 193 48,808 130 329 131 1,552 96 462,007 85
2014 4,477 192 48,995 130 325 129 1,456 90 479,876 88
2015 4,508 193 50,182 133 295 117 1,335 83 518,865 95
2016 4,524 194 51,539 137 294 117 1,297 80 551,689 102
2017 4,324 185 51,109 136 297 118 1,260 78

人 人 万円 時間

1999 63,262 100 32,646 100 538 100 2,509 100
2007 65,411 103 41,890 128 413 77 2,504 100
2008 64,490 102 42,323 130 407 76 2,504 100
2009 67,908 107 41,173 126 386 72 2,438 97
2010 64,171 101 45,392 139 384 71 2,479 99
2011 65,378 103 45,504 139 385 72 2,477 99
2012 67,613 107 46,653 143 377 70 2,499 100
2013 68,168 108 47,581 146 396 74 2,523 101
2014 71,361 113 48,314 148 397 74 2,496 99
2015 73,253 116 49,348 151 389 72 2,453 98
2016 395 73 2,486 99
2017 400 74 2,454 98

従業員総数
（年度末）

運転者数
（年度末）

運転者年収
(乗合含む)

運転者労働時間
(乗合含む)

資料：国交省監修「数字でみる自動車2018」、厚労省「賃金センサス」、一部未更新

事業者数
（年度末）

車 両 数
（年度末）

輸送人員 走行キロ

図表10　貸切バスの事業者数、車両数、営業収入等の推移

営業収入年度

総　数

年別
技能検定員

兼教習指導
員

技能検定員

又は教習指
導員

A B C D E

2009 1,392 1,579,209 19,012 32,041 19,006 4,145 4,038 32,154
2010 1,377 1,565,812 18,927 33,349 18,922 4,175 4,078 33,451
2011 1,366 1,563,722 18,858 33,052 18,839 4,086 4,009 33,148
2012 1,358 1,589,098 18,813 32,083 18,807 4,217 4,125 32,181
2013 1,351 1,611,940 18,828 32,626 18,826 4,274 4,189 32,713
2014 1,347 1,595,971 18,835 32,608 18,832 4,323 4,231 32,703
2015 1,339 1,571,071 18,872 32,125 18,870 4,355 4,274 32,208
2016 1,332 1,561,361 18,686 32,167 18,684 4,391 4,315 32,245
2017 1,330 1,548,464 18,993 32,048 18,987 4,478 4,388 32,144
2018 1,321 1,529,334 18,689 31,494 18,663 4,497 4,408 31,609
資料：警察庁「運転免許統計」

F=
A+B-C
+D-E

技　能
検定員

副管理者教習指導員
指　定
教習所
数

卒業者数

図表11　指定自動車教習所数、卒業者数、教習指導員数の推移
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済・社会への転換を求めるとりくみ 

② 社会的な賃金闘争を推進し20国民春

闘で実質賃金の改善を必ず実現する 

③ 安倍雇用破壊を止め、職場からディ

ーセントワークを確立するたたかい 

④ 税と社会保障を労働者本位に根本的

に変える 

⑤ 改憲と戦争する国づくりに反対する

国民的な共同の強化 

⑥ 災害復興・原発ゼロと民主主義をま

もるとりくみ 

⑦ 国民春闘のあらゆる場面で組織を強

化する 

 自交総連は、全労連・国民春闘共闘委

員会が提起している2020年国民春闘方針

（案）にもとづき、春闘準備をすすめて

いく。主な行動の計画は、次のとおりと

なっている。 

○１月７日 新春宣伝 

○  16日 春闘闘争宣言行動（日本経

団連前行動） 

○  29日 国民春闘総決起集会 

○２月   地域総行動月間 

○３月５日 中央行動（国民春闘要求確

認決起集会）・国会デモ 

○  11日 回答指定日 

○  12日 スト含む一斉行動日 

 

(2) 闘争委員会の設置と春闘準備 
 

 自家用有償運送拡大・道運法改悪阻止

闘争と2020年春闘を推進するため、2019

年12月13日に中央闘争委員会（常任中執

メンバーで構成）を発足させる。中央闘

争委員会は、全国的闘争指導、中央で実

施される産業別統一闘争の先頭に立ち、

全国的闘争の戦術配置や地連・地本の指

導にあたる。 

 各地連・地本は、本部の春闘体制に対

応するため、必ず闘争委員会を設置し、

地方での具体的闘争を計画・指導する。 

 第42回中央委員会は１月28～29日、東

京・全労連会館でひらき2020年春闘方針

を決定する。すべての地連（本）は、春

闘情勢に見合った闘争体制を確立するた

め、２月中に春闘討論集会や学習会をひ

らき基本的な意思固めを行う。 

 春闘宣伝用に白タク合法化反対の「の

ぼり旗」を作成する。また、未組織労働

者や未加盟組合への宣伝、ビラ配布を重

視し春闘への参加を呼びかける。統一ビ

ラは中央本部で作成する。 

 空白県の組織化などブロック内未組織

宣伝の活動補助として、臨時徴収金より

次の還元金を出していく。 

 東北＝40万円、関東＝40万円、関西＝

40万円、九州＝40万円、バス部会＝30万

円 計190万円 

 

(3) 闘争計画の具体化と統一行動の配置 
 

 

① 地域公共交通充実署名、宣伝・要 

請行動の強化 

 

 2019年秋からとりくんでいる自家用有

償運送拡大・道運法改悪阻止のためのと

りくみを春闘に継続させ、署名や宣伝・

要請行動にとりくむ。中央では、国交省

交政審地域公共部会委員、衆参議院の国

土交通委員への要請や宣伝、地方では、 
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102

99
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100

143

143

135

220

244

304

298

雇用者１万人当たり発生率 脳･心臓 精神障害

件 件 万人

238 465 5441

94 51 328

(6.6倍) (1.8倍)

83 37 187

(10.1倍) (2.3倍)

9 4 44

(4.7倍) (1.1倍)

精神障害等

認定件数 雇用者
数

脳・心臓疾患

図表12　運転者の健康状態に起因する事故等の件数の推移

資料：国土交通省「自動車運送事業用自動車事故統計年報」

図表13　道路運送業の「過労死」労災認定率（2018年度）

注．労災認数＝厚生労働省労基局労災補償課
　　雇用者数＝総務省労働力調査
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地域での宣伝、自治体要請を強化する。 

 

② 春闘スタート、白タク合法化阻止、

規制強化 いっせい宣伝行動 

 

 春闘総決起の呼びかけと労働条件改善、

白タク合法化阻止、安心・安全輸送の確

立、規制強化を求め、政府・行政、企業

の社会的責任を追及する宣伝行動を、規

制緩和が実施された日である２月１日を

中心に全国で実施する。宣伝には、ソフ

トバンクや楽天を含めて、白タク解禁要

求への抗議を行う。2020年は２月１日が

土曜日のため、行動は１月31日（金）～

２月３日（月）のゾーンで実施する。 

 

③ 要求提出とストライキ権の確立 

 

 要求提出は「３月６日まで」、回答指

定日は「３月19日まで」として設定する。

ストライキ権については、それぞれの単

組（支部）ごとに要求決定の段階で確立

する。 

 

 

 

 

 

 

④ 自交総連中央行動の計画 

 

 中央行動は、全労連・春闘共闘の中央

行動に合わせて３月５日に配置する。道

運法改悪阻止のため、国会議員要請を含

めた大衆行動を計画する。 

 

⑤ 道運法改悪阻止 全国いっせいス 

トを含む決起行動の実施 

 

 道運法改悪案の国会提出、審議予定を

見極めたうえで、重要な山場となること

が予想される４月中に、職場の春闘経済

要求の実現と合わせて、全国いっせいに

ストライキを含む職場集会、統一宣伝行

動などの決起行動を配置し、改悪阻止、

世論の喚起に全力をあげる。 

 

５．2019年秋季年末闘争の到達点と課題 
 

 自交総連は2019年９月３～４日にひら

いた第５回中央執行委員会で秋季年末闘

争方針を決め、①白タク合法化阻止を中

心とした政策要求の前進、②実利につな

がる職場権利の確立、③憲法改悪阻止、

国民的要求実現――を重点とし、すべて

のとりくみを組織拡大と体制の強化に結

びつけてたたかうこととした。 

 

(1) 主な統一行動などのとりくみ結果 
 

 

① 11・７中央行動の実施 

 

 11・７中央行動は、交運共闘の統一行

動と合わせて、関東ブロックからの参加

を中心にとりくんだ。国交省・厚労省・

経産省への個人請願、国交省前での行動

（全労連・国民春闘共闘主催）に397人

（交運共闘全体で740人）が参加した。

自交総連独自で、厚労省・国交省交渉を 
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新　潟 830 27 803 島　根 790 26 764

富　山 848 27 821 岡　山 833 26 807

石　川 832 26 806 広　島 871 27 844

北海道 861 26 835 福　井 829 26 803 山　口 829 27 802

青　森 790 28 762 山　梨 837 27 810 徳　島 793 27 766

岩　手 790 28 762 長　野 848 27 821 香　川 818 26 792

宮　城 824 26 798 岐　阜 851 26 825 愛　媛 790 26 764

秋　田 790 28 762 静　岡 885 27 858 高　知 790 28 762

山　形 790 27 763 愛　知 926 28 898 福　岡 841 27 814

福　島 798 26 772 三　重 873 27 846 佐　賀 790 28 762

茨　城 849 27 822 滋　賀 866 27 839 長　崎 790 28 762

栃　木 853 27 826 京　都 909 27 882 熊　本 790 28 762

群　馬 835 26 809 大　阪 964 28 936 大　分 790 28 762

埼　玉 926 28 898 兵　庫 899 28 871 宮　崎 790 28 762

千　葉 923 28 895 奈　良 837 26 811 鹿児島 790 29 761

東　京 1013 28 985 和歌山 830 27 803 沖　縄 790 28 762

神奈川 1011 28 983 鳥　取 790 28 762 加重平均 901 27 874

（注）

　①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②臨時に支払われる賃金、③１か月を超える
　期間毎に支払われる賃金、④時間外・休日労働に対する割増賃金、深夜割増賃金

１．次の賃金は最低賃金の対象となる賃金には含まれない。

２．最低賃金は、パート、臨時、アルバイト等の労働者にも適用される。

図表14　事業用自動車の重大事故発生状況の推移（運転者に起因するもの）

資料：国土交通省自動車局「自動車運送事業用自動車事故統計年報」
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引上
額
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図表15　2019年度地域別最低賃金額（2019年10月～2020年９月） 単位：円
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行った。 

 

② 省庁交渉の実施 

 

 11月７日 厚労省・国交省交渉 

 12月６日 （交運共闘）厚労省・国交

省・経産省交渉 

 結果は『自交労働者情報』電子版に適

宜掲載してある。 

 

③ 自家用有償運送拡大、道運法改悪 

阻止のとりくみ 

 

 秋季年末闘争方針で、自家用有償運送

拡大、道運法改悪を阻止することを当面

の重要課題と位置づけ、地域公共交通の

充実を求める署名、宣伝、地方自治体へ

の要請等にとりくむこととした。第42回

定期大会までに署名・宣伝物を作成し、

とりくみを開始した。 

 10月15日に日本共産党国土交通部会と

懇談、道運法改悪を阻止し、地域公共交

通を充実させるため情報交換を密にし、

署名の紹介議員になってもらうことの了

解を得た。 

 署名は、中央では全労連を通じて単

産・地方組織に配布し協力要請を行った

ほか、交運共闘、国民春闘共闘でも個別

に要請した。地方でも、単産の地方組織

等に協力の要請をすすめている。 

 自家用有償運送拡大の審議がされてい

る交通政策審議会地域公共交通部会の委

員に、要請書と資料を送り、慎重な審議

を求めた。同部会の開催日の11月22日、

12月24日は、東京地連が会議場前で座り

込みと宣伝行動を行った。関西ブロック

は11月20日と12月12日、ライドシェア解

禁の国家戦略特区の提案がされている滋

賀県大津市を中心に宣伝にとりくんだ。 

 交渉等は、東京地連が11月27日に関東

運輸局要請を実施、その他の地方でも自

治体要請等の計画を立てている。 

 

(2) 主なたたかいの結果と今後の課題 
 

 

 

① 政策闘争の到達点と課題 

 

 11月７日の国交省交渉で省側は、自家

用有償運送の拡大が直ちにライドシェア

につながるものではないとし、交政審地

域公共交通部会でも国交省が提案してい

るのは、①タクシー事業者が運営等に参

画する自家用有償運送制度の整備、②輸

送対象に旅行者等を含めることを法律で

明記する、の２点となっている。同部会

の審議でも、自家用有償運送を無限定に

広げることには慎重な意見が出されてい

る。 

 宣伝や部会委員への要請も一定の効果

を発揮し、ライドシェア解禁につながる

ことを警戒する動向もみられるが、今後

の審議や法案作成の過程で、交通空白地

の明確化や発着地の規制緩和、広域化と

して都市部でも自家用有償運送ができる

ようにすることなど無限定な拡大が入れ

られてくるおそれがあり、今後の動向に

予断は許さない。日経新聞が11月28日付

の社説で、高齢者の足としてライドシェ

アに道を開く規制緩和を進めるべきだと

主張、規制改革推進会議でもライドシェ

アを検討課題に取り上げようとする動き

があるなど、推進勢力が道運法改悪をラ 
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ノースライド 値上げ前

（45.5％）
18,1818円

▲18,182円

① ② ③

①

②

ノースライドで賃金アップを

◎ノースライドの効果（運賃改定率10％の場合）

（50％）
200,000円

（45.5％）
200,000円

±0

図表16　運賃改定時のノースライドとスライド賃下げの違い

ス ラ イ ド 賃 下 げ

(増収ない場合)

営
収

（
税
抜

）

440,000円 440,000円

400,000円 400,000円

賃
金

（50％）
220,000円

＋20,000円

(2) 各地方運輸局長等は、事業者団体における労働条件の改善状況の公表の結果が、
　運賃改定の趣旨を逸脱すると認められるときには、その事実関係を公表するととも
　に、必要な指導等を行うこととする。

　運賃改定実施後において、各事業者において、適切に運転者の労働条件の改善
措置を講ずること。その際、運賃の障害者割引など事業に要する経費を運転者に
負担させる慣行がある場合には、見直しを図るよう留意すること。

　運賃改定の認可又は届出後、運転者の労働条件改善についての考え方を利用者
に対して積極的に表明するとともに、運賃改定実施後の然るべき時期において、
運転者の労働条件の改善状況について、自主的にその実績を公表すること。その
際、賃金水準のみならず、実質的な労働者負担の軽減や手当て類の創設、車いす
利用者・訪日外国人旅客等への対応に係る乗務員の研修等これに関連して講じた
措置についても併せて公表すること。

　【解説】運賃改定のときに、賃率（歩合率）を一切変えないのが「ノースライド」
で、改定率どおりに増収になれば、当然、賃金も増える（上記①）。

　ところが経営者が、これを「不労所得だ」などと言いがかりをつけて、賃率を引き
下げる場合がある。これが「スライド賃下げ」で、

の計算式で賃率を引き下げると、増収になっても賃金は変わらない（②）。実際に
は、運賃改定時には乗客の乗り控えなどが起きて改定率どおりには増収にならない。
仮に営収が増えなかったとすると、賃金が大幅に減ってしまう（③）。

　スライド賃下げには、賃率変更だけでなく、足切引上げ、営収読替、それらの組み
合わせなど様々な方法があるが、現行の賃金計算方式を一切変更させないことが重要
で、労働組合が応じない限り、経営者が一方的に賃金を切り下げることはできない。

新賃率＝旧賃率×
１＋運賃改定率

1

国土交通省が労働条件改善の通達

　国土交通省は2019年12月10日、全国48地域のタクシー運賃を20年２月１日の実施を
目指して準備を進めていることを公表、改定にあたって運転者の労働条件改善に留意
するよう事業者に指示する通達（国自旅第213号）を出した。

(1) 各地方運輸局長等は、公定幅運賃及び自動認可運賃の公示にあたり、以下の事項
　を事業者団体に指導するものとする。
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イドシェア解禁の突破口にしようとして

いることに変わりはなく、署名と宣伝等

のいっそうの強化が求められている。 

 10月実施予定が先送りされていたタク

シー運賃通常改定は、2020年２月に実施

されることになり、2019年12月13日に各

運輸局から公示された。国交省は12月10

日に、労働条件改善、運転者負担の解消

に留意するよう通達を出した。国交省へ

早期実施を迫ってきた成果であるが、実

施時期が閑散期であり乗客減が懸念され

るうえ、配車アプリやキャッシュレス化

に伴う手数料の大幅な増大見込みが査定

原価に十分反映されていない問題など、

今後の課題も残されている。 

 自動車運転者の労働時間等の改善基準

の改正問題では、厚労省に、審議会への

自交総連の参加と長時間労働是正に実効

ある改善を求めてきた。11月25日、労働

政策審議会労働条件分科会で自動車運転

者専門委員会の設置が決まり、12月19日

に第１回委員会がひらかれた。自交総連

と建交労の全労連産別からは委員がまた

しても選任されなかった。厚労省に抗議

し、今後の審議状況の説明を求め、意見

を述べていく。 

 改憲阻止3000万人署名は2017年から重

点署名としてとりくみ、12月16日現在

12,563筆となっている。目標には達して

いないが、広範な団体の共同により全国

で2000万筆を超えた署名は、安倍首相が

めざした2020年の改憲を不可能にさせる

うえで大きな役割を果たした。安倍首相

は改憲自体はあきらめておらず、2020年

からは新たな憲法署名にとりくむ。 

 

② 職場要求の到達点と課題 

 

 職場要求については、年末年始手当、

労働時間短縮、カード決済機導入、高速

帰路会社負担、インフルエンザ予防接種

補助などの要求で前進をかちとったほか、

道運法改悪反対、減車、適正運賃確立な

どの政策について合意をした組合もある。

福岡のバス組合では遅れていた夏の分も

含め冬季一時金を支払わせた。 

 要求を出していないところもあり、秋

闘の位置づけ、あり方について検討して

いく必要がある。 

 

③ 長期争議組合の現況 

 

埼玉・飛鳥交通草加・八潮地区労組は、

自交総連に新加盟後、委員長が不当解雇

されていた事件で10月、会社と金銭解決

が成立した。委員長は病気もあって退職

するが、組合は活動を継続する。 

 神奈川・箱根登山ハイヤー支部は、支

部長と組合員の２人が営業収入の少ない

地域に不当配転されるなどの差別取り扱

い、団交拒否事件で11月12日、２人を元

の地域へ無条件復帰させ、会社は遺憾の

意を表明するなどの和解を神奈川県労委

でかちとった。 

 

④ 組織強化拡大の到達点 

 

 秋季年末闘争時期における新規加盟組

合はなく、脱退組合が１組合でたが、地

域や組織内で組合員を拡大している組合

もある。 

 宣伝行動は主な地方では定期的に実施

しているが、すぐに成果にはつながって

いない。しかし、確実に反応があり、相

談が寄せられているケースもあることか

ら、継続していく必要がある。全労連の

最重点計画にエントリーした福岡では、

その資金も活用して宣伝カーを１日おき 
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  内　　容 概　　要 施行日

36条
36協定の上限規制を導入。月100時間未
満・複数月平均80時間(休日含む)、年
720時間（休日労働を含むと960時間）

140条
自動車運転業務は５年間猶予。５年後
は時間外のみで上限960時間／年

月60時間超の
時間外割増率

労基法 138条
月60時間超の場合の時間外割増率50％
の中小企業適用猶予を廃止

中小2023/4/1

高度プロ
フェッショナル

労基法
41条の
２

一定の年収支払いが見込まれる「高度
専門職」につき本人同意を要件として
労働時間規制を適用除外（年収要件は
省令で定める）

年次有給休暇 労基法 39条
年休10日以上付与した労働者に対し５
日を時期指定し取得させる（使用者の
義務。５日取得済なら不要）

有期・
パート労働者の
均等・均衡待遇

パート・
有期法

８～
15条等

パート法をパート・有期雇用労働法
に。均等・均衡待遇規定の整備ならび
に労働者に対する待遇に対する説明義
務

大　2020/4/1
中小2021/4/1

派遣労働者の
均等・均衡待遇

派遣法

26条
第７～11
30条の
３～７

派遣会社に対し、派遣労働者につい
て、派遣先との均等・均衡待遇か、派
遣会社内の労使協定による同種業務の
一般労働者の平均賃金確保のどちらか
を義務付け

2020/4/1

１条
国の労働施策の目的に「生産性向上の
促進」を位置付け

４条
国の講ずべき施策に「多様な就業形態
の普及」（非雇用型含む趣旨）を位置
付け

労基法
38条の
２～４等

営業職などに適用拡大→法案から削除
（労政審で調査からやり直し）

待
遇
格
差

雇用の柔軟化
労働施策

総合
推進法

2018/7/6

企画業務型裁量労働

図表17　「働き方改革一括法」の概要 （全労連作成の表を要約）

法律と主な条文

労
働
時
間
・
休
日

時間外・
休日労働の
上限規制

労基法

 大企業
 　2019/4/1
 中小企業
 　2020/4/1

2019/4/1

タクシー ライドシェア

会　社
車両を保有、運転者を雇用し、運行全体
に責任を負う

インターネットで仲介するのみで運行に
責任を負わない

・二種免許保有 ・一種免許

・過労運転防止のため労働時間を規制 ・規制なし

・乗車前に点呼し、健康確認、
　アルコールチェック

・点呼なし、チェックなし

・経歴等社員として管理 ・管理・監督なし

車　両
許可車両。点検、整備、清潔保持など事
業用の規制を受ける

自家用車。何も規制なし

事　故
会社が対応
保険加入義務付け

運転者個人が対応
保険加入は不明

運　賃 認可運賃、一定 需要が多いと数倍に高騰

災害時 運行確保義務あり 運転者が対応するか不明

バリア
フリー

差別禁止の義務
バリアフリー車両普及

運転者個人の対応
米では乗車拒否が裁判に

雇　用
運転者は雇用労働者
労働者としての保護あり

運転者は個人事業者
労働者としての保護なし

社　保 社会保険加入、使用者負担あり 社会保険は個人対応

税　金 会社が納税 収入把握・徴税が困難、海外流出も

労
働
・
厚
生

図表18　タクシーとライドシェアの比較

安
心
・
安
全

運転者

公
共
性
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に運行してテープを流していることで、

乗務員や一般の人からも電話相談が寄せ

られている。 

 道運法改悪反対闘争や運賃改定の宣伝

の機会も利用し、自交総連の存在を多く

の労働者に知らせ、組織の維持のために

幹部育成にもとりくんでいく必要がある。 

 

（再掲）組織強化拡大新２か年計画（2018-19年度） 
（2019年１月策定） 

 

 

① 「組織強化拡大２か年計画」 

（2016-17年度）の総括 

 

 2017年１月の第39回中央委員会で「組

織強化拡大２か年計画」を策定した。計

画の目標は、２万人の自交総連回復をめ

ざし、2017年度まで（2018年９月まで）

にその実現が展望できる勢力に接近する

こととし、減少に歯止めをかけ、毎年１

割以上の実増をめざすこととした。 

 とりくみの結果は、組織人員の減少傾

向に歯止めをかけるまでに至らず、増勢

に転じることはできなかった。しかし、

組合員の減少の幅は少なくなり、新規加

盟組合も増加傾向を示していて、一定の

奮闘の成果が得られている。 

 組合員減少に歯止めがかからない背景

には、タクシー労働者の総数が減少して

いる実態がある。タクシー産業は、新し

い労働力がほとんど補充されず、高齢者

の比率が増加している。70歳を超える労

働者が毎年大量に退職するなかで、それ

を上回る組織拡大ができていないという

ことになる。また、組織化の対象者自体

が減り、しかも高齢ゆえに現状維持的な

意識が顕著になり、積極的に労働組合に

結集して活動しようという意識が薄れて

いることが、組織拡大の困難を増してい

る。次代の幹部育成の遅れから解散・消

滅してしまう組合があることも、純増に

転じきれない要因である。 

 組織として、計画に対して、拡大の規

模とテンポが遅れたこと、目標や行動計

画の点検が不十分だったことなどの点は、

総括して今後改善する必要がある。 

 とりくみのなかでは、重要な教訓もあ

る。宣伝にとりくむなかで新しい活動家

が育成され、宣伝カーからの訴えやビラ

配布、対話・アンケートの回収などで多

くの未組織労働者とのつながりが持たれ、

拡大につながる端緒がひらかれている。

全労連の組織拡大最重点計画に登録して

地方労連の援助も得て拡大する計画を実

践しはじめた地方もある。 

 ２年間で９組合217人が新規に加盟し

た。その中では、京都・長崎で70～80人

規模の組合が新加盟した。いずれも企業

内組合だったものが、会社との交渉力の

強化や政策闘争の前進を求めて産別に結

集してきたものである。その他、劣悪な

労働条件の改善や不当労働行為への反撃

など切実な要求をもって加入してきてい

る。既存の組織でも、学習や幹部育成に

力を入れて、毎年、退職者を上回る新規

加盟者を迎えて、組織を維持・拡大して

いるところもある。 

 こうした経験は、困難な条件のなかで

も、絶えず宣伝と対話を重ねていけば、

組織拡大の契機を見出して成果に結び付 
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初乗り距離を短縮、初乗り運賃の引き下げを行うことにより、乗りやすいタクシーの実現へ

運賃は乗降地点によりシェアできるシステムの構築

配車予約時に依頼場所、目的地を提示いただき、確定運賃情報を事前にお知らせする
・乗車場所はＧＰＳから現在地を取得、目的地は地図上で指定
・メーターによらない運賃算出方法を新設

繁忙時・閑散時によるタクシー運賃の流動的な体系

対象者・エリア・時間帯を限定した定期制度の導入を目指す（各シーンに合わせた定期制度）

お客様から乗務員の評価をいただくことは勿論、乗務員もお客様の評価を行える。

車いすのまま乗車できる仕様、トランク収容量も多い

地域によって、車体への広告掲載場所が制限されています（東京では４つドア・屋上のみ）

・テレマティクス活用による常時運行管理
・個々の運転情報のフィードバック強化による安全面の向上
［第２種免許取得資格］年齢：21歳→19歳　経験：３年→１年

増加する訪日外国人等の富裕層の需要に対応するため、高級車両・一定水準の接遇ができる乗務員によ
るサービスを充実

・主に、バスが運行できない過疎地域等において生活交通を確保するために運行されている。
　この他に空港と周辺市町村を結ぶ空港型等もある
・路線定期型のほか、デマンド型もある

国、地方自治体、MaaSプラットフォーマーと連携し、各種実証実験等に積極的に参画

・国、自動運転技術開発企業と連携し、各種実証実験に積極的に参加する等、自動運転技術における幅
　広い知見を深め、自動運転技術を活用した旅客自動車運送事業の在り方を検討
・現行タクシーと共存する新たな環境作りを目指し、具体的な要望案をとりまとめる

クレジットカード、非接触型ICカード（交通系IC含む）、QRコード決済等について、国の支援も活用し
つつ、導入を改めて促進

・「妊婦応援タクシー」及び「育児支援タクシー」の取組を全国津々浦々に普及
・各自治体が子育て中の家庭に配布する子育て支援のための商品券等の対象にタクシーサービスを追加
　するよう要望
・結婚・子育て資金及び教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置を拡充し、「妊婦応援タクシー」
　及び「育児支援タクシー」に係る費用を非課税とするよう要望

・利用者からのニーズに応じてＵＤタクシーをスピーディーに配車できる体制を構築
・国及び自治体の支援も活用しながら福祉タクシーの導入促進を検討するとともに、大型の電動車椅子
　利用者等、現状で対応が困難な利用者について、適切な車両の手配に資するよう、福祉限定事業者と
　の連携体制の構築を検討
・空港、鉄道駅、観光案内所、病院等に対し配車センター等の連絡先などの情報を周知

・「運転者職場環境良好度認証」制度の普及を促進
・３段階で認証されるので、少なくとも「一つ星」の認証を得るように取組を進める
・タクシー業界のイメージを向上させることにより、乗務員不足の解消を図る

女性ドライバー・新卒を始めとした若年ドライバーの採用拡大と定着・育成を進める方策
高齢者ドライバーの活躍を推進する方策
外国人ドライバーの登用を拡大する方策の検討

全国の全ての都道府県協会と地方自治体との間で、災害時の緊急輸送の確保を目的とした協定等を締結

・国内外へ日本のタクシーの素晴らしさを動画、ステッカー、広告等によりPR

５．定期運賃（乗り放題）タクシー

９．第２種免許緩和

10．訪日外交人等の富裕層の需要に対応するためのサービス

11．乗合タクシー

１．MaaS への積極的参画
（追加）

７．労働力確保対策の推進

８．大規模災害時における緊急輸送に関する地方自治体との協定等の締結の推進

９．タクシー産業の国内外へのアピールの推進

図表19　全タク連　今後新たに取り組む事項11項目（2016年11月）＋追加９項目（2019年６月）

２．自動運転技術の活用方策の検討

３．キャッシュレス決済の導入促進

４．子育てを応援するタクシーの普及

５．ユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタクシー）・福祉タクシーの配車体制の構築

６．「運転者職場環境良好度認証」制度の普及促進

１．初乗り距離短縮運賃

２．相乗り運賃（タクシーシェア）

３．事前確定運賃

４．ダイナミックプライシング

６．相互レイティング

７．ユニバーサルデザイン（ＵＤ）タクシー

８．タクシー全面広告
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けられる可能性があることを示している。

こうした点を確信にして、新たな計画に

とりくんでいかなければならない。 

 

② 新２か年計画の目標 

 

 組織の減少傾向に歯止めをかけ、何と

しても増勢に転じる。組織拡大の目標は、

2018年度中に減少に歯止めをかけ、2019

年度中（2020年９月まで）に１割以上の

実増をめざす。 

 

③ 組織拡大の観点 

 

 1. 組織拡大の意義 

  自交総連の組織的減少は、闘争力や

社会的な影響力の低下につながり、産

業別組織としての機能と役割を果たす

うえでも危機的状況といわざるを得な

い。各地方、各職場においても、組織

が減少している状況では、労働者の要

求を十分に実現することは難しくなる。 

  この現状を克服するため、労働組合

の原点に立ち返り、組織拡大の意義を

改めて確認しなければならない。 

  私たちが労働組合をつくり、全国産

業別組織に結集したのは、賃金・労働

条件の改善という労働者の切実な要求

を実現するためであり、そのために会

社と交渉し、行政・政治を変えていく

ためには、数の力が必要である。未組

織労働者の劣悪な労働条件を放置して

いれば、組織労働者の労働条件改善の

足かせにもなってしまう。未組織労働

者を組織化することは、自らの労働条

件を改善するためにも不可欠であるこ

とを、すべての組合員に学習で徹底し

ていく。 

 

 2. 組織拡大の観点 

  組織拡大をすすめる上では、以下の

観点を重視しなければならない。 

  第一は、対象となる労働者の実態を

正確に把握することである。タクシー

労働者の実情（非正規化や高齢化等）

を詳しくつかみ、分析することである。

観光バス、自動車教習所も同様である。 

  第二は、こうしてつかんだ労働者の

不満や要求をとりあげ、その解決策を

示す宣伝を重視し、持続的な大量宣伝

と対話を繰り返すこと。 

  第三は、それぞれの地方組織が、組

織化の活動を支える体制をつくりあげ、

具体的な行動を担える幹部・活動家の

育成を重視した組織強化にとりくむも

とで全員参加の運動を追求することで

ある。 

  １単組・支部当たり数人の拡大で年

間実増１割という目標を達成すること

は可能である。その実践の先頭に立つ

ものとして、本部、地連・地本の役員

は、不退転の決意をもって役割を果た

さなければならない。 

 

④ 全労連新４か年計画との結合 

 

 全労連は16年７月の第28回定期大会で、

「150万全労連をめざす組織拡大強化４

か年計画〈2016-19年度〉」を決めた。

その中で、組合員参加型のとりくみをす

すめる中軸として、組合員10人に１人を

指標に「組織建設委員」を選出するとと

もに、単産・地方組織が一体となった総

がかり体制を構築するため「総がかり推

進委員」を単産の県ごとに１～数名選出

して、地方ごとに拡大計画・作戦を調整

することを提起している。 

 総がかり作戦は、一定の対象職種を定 
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　市町村が交通事業者（タクシー事業者等）に運行管理を委託するなどの連携を図るこ
とは、地域の暮らしの足の確保のために意義がある。
　地方公共団体にとっても、交通事業者のノウハウの活用により負担の軽減となり、利
用客にとっても安全・安心な交通サービスが受けられるため、双方にとってメリットが
ある。
　このため、交通事業者（タクシー事業者等）が自らのノウハウを通じて自家用有償旅
客運送に協力する、具体的には、交通事業者が委託を受ける、交通事業者が実施主体に
参画する場合の法制を整備する。この場合、事業者が参画する前提のため、地域におけ
る合意形成手続きを容易化する。これにより、安全・安心な輸送サービスの提供を促進
するとともに、実施主体の負担を軽減する。必要な法案について、2020年の通常国会に
提出を図る。

　インバウンド誘致は、地域活性化において欠かすことが出来ない重要な観点である。
自家用有償旅客運送においても、観光ニーズに対応することが必要である。このため、
バス、タクシーと同様、観光客にも対応するため、地域住民だけでなく来訪者も対象と
することを法律において明確化する。

　現状では、自家用有償旅客運送の対象地域の考え方は様々である。このため、地方公
共団体が、制度導入を検討する際の基準となる考え方を具体化する必要がある。生活実
態を踏まえて、地域における合意形成を容易化するため、既存の導入事例を調査・分析
し、一定の目安を示し、判断の枠組みについてガイドラインを策定する。

　地域公共交通網形成計画（地域公共交通活性化再生法に基づき、都道府県や市町村が
単独又は複数で作成）に自家用有償旅客運送の導入を位置づけた場合は、手続きを簡素
化する。

　先般のダボス会議で、総理は基調講演をされた後、世界的な企業のCEOと非公式の昼
食会を持たれた。すばらしい会議だったと思う。大変光栄なことに司会をさせていただ
いたが、メンバーが大変印象的であった。アップル、ファーウェイ、シーメンス、
IBM、セールスフォースといった企業に加えて、UberのCEOが含まれていた。新しいモビ
リティ、ライドシェア産業は、第四次産業革命関連の中でも、近年最も成長した産業。
　したがって、中国でも滴滴、シンガポールのGrab、インドネシアのGO-JEKなど、アジ
ア勢も躍進をしている。それにもかかわらず、日本では既得権益者の猛烈な反対で、こ
の成長機会を逃してきたと思う。
　そして、日本では結果的に都会でも地方でもモビリティの面で、残念であるけれども
不便な面がたくさん出てきた。残念なのは、日本は改革を一生懸命進めているにもかか
わらず、モビリティの面でおくれているために、外から見ると改革全体がおくれている
ような印象を与えてしまう。そうしたことはやはり改善していかなければいけないと思
う。
　その意味で、先ほど金丸議員のペーパーで、自家用有償旅客運送制度を改善する提言
がなされているけれども、これは突破口として非常に重要なポイントになると思う。

図表21　第24回未来投資会議での竹中平蔵議員の発言（2019年３月７日）

○竹中平蔵議員（東洋大学教授）

図表20　「成長戦略実行計画」（未来投資会議答申、2019年６月21日閣議決定）

①　自家用有償旅客運送

（交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度の創設）

（観光ニーズへの対応のための輸送対象の明確化）

（交通空白地の明確化）

（広域的な取組の促進）
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めて最重点計画を定め、集中的に宣伝や

労働相談などの行動を単産の枠を越えて

相互支援し、地方労連と一体となってと

りくもうというものである。 

 地方から積極的に最重点計画へのエン

トリーを計画し、自交労働者の組織化に

むけ、地方労連と連携していく。 

 

⑤ 具体的な組織強化・拡大方針 

 

 1. 地連・地本ごとの目標・計画の作成 

  各地連・地本は、新２か年計画にも

とづく自主的な拡大目標を19年３月ま

でに決め、計画を策定する。 

  計画の策定に当たっては、２年間で

実増１割という基本方針をふまえ、地

方の実情に合わせて具体化する。その

際、「１桁組合は２桁に」「２桁組合

は３桁に」「少数派から職場内多数派

へ」など単組・支部ごとに積極的な課

題を掲げて達成していくことを重視し、

指導・援助を行っていく。 

 

 2. 全員参加の行動の実施と点検 

  各地連・地本は、全員参加の組織拡

大運動を展開するため、拡大の意義を

全員に理解してもらう学習活動にとり

くみ、全単組・支部が意思統一できる

ようにする。 

  未組織労働者対象のビラ、自交総連

の紹介、資料などは、自交総連本部で

も版下を用意してインターネットで配

信するとともに、地方ごとに実情に合

わせた独自の宣伝物を作成して組み合

わせて使用する。 

  宣伝方法や対話のやり方など、各地

連・地本の先進的な経験やノウハウを

自交労働者新聞や情報で紹介し、全体

で共有できるようにする。 

  各地連・地本は、執行部を中心に

「組織建設委員」（仮称）を単組・支

部ごとに１人以上選出する。 

  各地連・地本は、全労連の最重点計

画に登録して、県労連の支援を得て拡

大にとりくむ可能性を追求する。その

際には、具体的な計画を立てて承認さ

れれば、全労連から援助金が支給され

る。 

  組織を増やし、加入した組合を育て、

既存の組合を維持していく上でも、幹

部活動家の育成は重要である。学習を

つよめ、組織建設委員として実践を積

ませることも含めて、組織強化にとり

くむ。 

  以上の計画をすすめていくうえで、

毎年３～５月、10～12月を組織拡大月

間とし、その期間ごとに進行状況を把

握し、点検する体制をつくり、確実に

実践していくようにする。 

 

 3. 空白県・少数県対策、自教、観光バ

ス労働者の組織化 

  空白県および組織人員が少ない県で

の組織化については、ブロックごとに

宣伝計画を立てる。ブロックに入らな

い空白県については、地方労連と協

力・連携してとりくむ。 

  各地連・地本は、「総がかり推進委

員」を１人（常執地方は数人）以上選

任し、地方労連とともに総がかり作戦

にとりくむ。 

  各地連・地本は、自動車教習所、観

光バス労働者を組織化の対象者として

位置付け、積極的に宣伝にとりくむ。 

 

以  上 
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特徴

路線バス
路線やバス停、運行時刻を定めて定時・定路線で運行するバス。通勤・
通学、通院など地域住民の生活に欠かせない公共交通機関。

コミュニティ
バス

路線バスで対応しきれないニーズに応えるため、市町村が主体的に計画
し、定時・定路線で運行するバス。

デマンドバス
区域を定めて、利用者の要望に応じて、機動的に最短ルートを運行した
り、利用希望のある地点まで送迎したりするバス。

タクシー
子供からお年寄りまで幅広い利用者の日常生活における多様な移動ニー
ズに応える、ドアツードアのきめ細かいサービスを提供する公共交通機
関。

乗合タクシー
地域の生活交通を維持するため、タクシー事業者が自治体と連携して提
供する乗合の運送サービス。定時・定路線からデマンドまで地域のニー
ズに応じて多様な形態で運行。
バス・タクシー事業が成り立たない場合であって、地域における輸送手
段の確保が必要な場合に、必要な安全上の措置をとった上で、市町村や
NPO法人等が、自家用車を用いて提供する運送サービス。
地域の移動手段の確保のため、道路運送法の許可又は登録を要しない助
け合いによる運送。（収受することが可能な範囲は、運転者が実際の運
送に要するガソリン代、道路通行料、駐車場料金、自発的な謝礼）

道路運送法の許
可・登録を要し
ないもの(共助)

図表22　自家用有償旅客運送の制度見直しについて（国交省）
　　　　（交政審地域公共交通部会資料から抜粋　2019.10.25 国交省）

種類

自家用有償
旅客運送

バ
ス

タ
ク
シ
ー

地域の移動を担う交通手段

（※）地域の交通が著しく不便であることその他交通手段の確保を図ることが必要な事情があることを市町村長が認めた場合

交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度の創設

【交通事業者協力型自家用有償旅客運送】

・交通事業者が委託を受ける、実施主体に参画し、運行管理を含む運行業務を担う自家用
有償旅客運送制度を創設し、合意形成手続きや申請手続きの簡素化等の特例措置を講じる

○交通事業者協力型自家用有償旅客運送の概要

【観光客を含む来訪者を輸送対象として明確化】
・地域住民だけでなく観光客を含む来訪者も対象とすることを法律において明確化することを検討

ノウハウを活用して協力

交通事業者

（バス・タクシー）

ドライバー

運行業務

運行管理、車両整備管理

自家用有償旅客運送者

（市町村・ＮＰＯ等）

市町村・ＮＰＯ等が使用権限を有する自家用自動車

（協力の形態）

⇒交通事業者が運行業務の委託を受ける

⇒交通事業者がＮＰＯ等の構成員として参画

し、運行業務を担当する。

現行の輸送対象の考え方

（省令に規定）

地域住民

市町村長が認めた場合（※）

地域住民＋観光客を含む来訪者

明確化する輸送対象の考え方

（法律に規定）

地域住民

又は

観光客を含む来訪者

法律で明確化
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20春闘アンケート集計結果 

休息期間短く、前日の疲れが取れない 
 

 20春闘アンケートは、2019年12月末現

在で、16地方4410枚の回収でした。前年

より３地方1276枚減っています。組合員

の要求を調べる大切なアンケートですの

で、来年は回収アップをめざしましょう。 

高齢化は変わらず、60歳以上が半数 

 平均年齢は58.5歳で前年より0.8歳増

えました。年齢構成は、前年とほとんど

変わらず60歳以上が半数で、40歳未満は

５％しかいません。 

収入は、変わらずと減る合わせ90％ 

 生活実感では、「苦しい」の計が63％

で前年より２ポイント減り、「まあまあ」

と「ゆとりがある」が各１ポイント増え

ました。この傾向は数年前からつづいて

いるもので、高齢化で教育費が掛からな

くなったり、年金を受給している人が増

えているためだと考えられます。 

 収入は前年と「変わらない」「減った」

を合わせると90％でした。 

 賃上げ要求は平均２万4495円（前年２

万5373円）でした。 

休息期間11時間確保されず 

 仕事で運転中の経験を聞いたところ、

タクシーでは、前日からの休息期間が、

８時間未満15％（前年比５ポイント増）、

８～11時間未満22％（同３ポイント減）

でした。合わせて37％の人が、十分な睡

眠時間を確保できない11時間未満となっ

ているのは問題です。 

 こうした長時間労働が影響して、「前

日の疲れが取れない」が74％、「交通事

故を起こしそうになる」が69％、「安全

確認がおろそかになる」が57％もいます。

「居眠り運転をしたことがある」も28％

になっています。 

 バスはいっそう深刻で、休息期間８時

間未満17％（前年比11ポイント増）、８

～11時間未満50％（同11ポイント増）と

なり、合わせて67％の人が11時間未満で

す。疲れが取れない90％、交通事故…

70％、安全確認…67％で、居眠り運転…

は30％でした。 

 改善基準告示の改正で、休息期間11時

間以上の確保が大切になっています。 

不満の第一は、賃金が安い 

 職場での不満では、①賃金が安い、②

退職金がない、③福利厚生が不十分、④

労働時間長い、⑤休暇取れない――が上

位です。 

 定時制など非正規の労働者の場合は、

正社員との格差があるという不満も多く

なっています。 

 これを職種別、地方別にみると、ほと

んどで「賃金が安い」がトップですが、

観光バスでは「職場がなくなる不安」、

タク福島では労働時間と退職金、ハイヤ

ー東京では労働時間、タク福岡では「人

間関係が悪い」、タク鹿児島では「自己

負担多い」がトップでした。 

 政府に対する要求では、①白タク合法

化反対、②年金充実、③改憲反対、④労

働法制改悪反対、⑤消費税引き下げ――

が上位でした。  
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  年 回収地方 回収枚数 回 収 率

2017年 18 5,617 35.4%

2018年 19 5,686 44.5%

2019年 16 4,410 37.3%

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

ハイタク 11.3 11.3 13.5 14.0 13.9 14.4 58.0 57.8 58.8

技　職 13.1 12.4 12.5 23.3 22.9 24.9 45.9 45.0 47.1

自　教 15.0 19.7 21.0 20.3 22.7 24.3 47.4 51.7 52.6

観光バス 10.1 11.0 10.2 12.9 17.1 16.5 52.6 54.3 53.3

実数 ％

9 25.0%

　 5 19.2%

3 17.6%

　 1 7.1%

10 6.7%

　 22 6.5%

7 5.8%

5 5.4%

6 5.3%

1 4.5%

５　タク　神奈川

６　タク　埼　玉

７　タク　静　岡

８　福祉　東　京

９　タク　愛　知

４　タク　山　口

図２　職種別の勤続・経験・年齢の推移

職種
平均勤続（年） 平均経験（年） 平均年齢（歳）

職種　地方

図３－１　年齢構成（全体） 図４　女性の多い職種・地方

１　タク　大　分

２　自教　東　京

10　バス　福　岡

図３－２　タクシー・ハイヤー乗務員の年齢構成の推移

図１　回収率、平均勤続･経験･年齢

平均勤続（年） 平均経験（年） 平均年齢（歳）

11.4 14.2 57.8

11.4 14.1 57.7

13.5 14.6 58.5

３　自教　鹿児島

0.4%

0.4%

0.8%

0.5%

0.8%

1.2%

1.2%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

16%

16%

15%

16%

16%

16%

15%

30%

30%

28%

30%

31%

29%

29%

49%

49%

52%

50%

48%

50%

50%

0.3%

0.8%

0.2%

0.4%

0.4%

0.1%

0.3%

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

20代以下 30代 40代 50代 60代以上 無回答

20代以

下 1%

30代 4%

40代

16%

50代
29%

60代
35%

70代以

上 15%

無回答
0%
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　図８－１　仕事で運転中の経験（タクシー乗務員）

　図５　「生活実感」の変化

  図６　収入（年間）について

　

　図７　賃金引き上げ要求

39.2%

32.5%

29.8%

25.6%

25.3%

23.5%

37.0%

40.1%

40.1%

41.4%

39.9%

39.8%

20.2%

24.4%

25.7%

29.0%

30.4%

31.2%

3.0%

2.6%

4.1%

3.7%

4.2%

4.8%

0.6%

0.4%

0.3%

0.2%

0.3%

0.7%

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

まあ ゆとり

かなり苦しい やや苦しい まあ 計 無回答

3%

7%

6%

18%

25%

62%

51%

56%

71%

30%

42%

25%

1%

1%

1%

1%

居眠り運転した

交通事故起こしそう

安全確認おろそか

前日の疲れ取れない

よくある 時々ある ない 無回答

ある計 74％

ある計 57％

ある計 69％

ある計 28％

増えた

10%

変わら

ない

49%

減った

41%

無回答

0%

１万円未

満 17%

１～２万

円 48%

３～４万

円 15%

５～９万

円 12%

10万円以

上 6%

無回答

2%

平均要求額 24,495円

３万円

以上

35％

15% 22% 61% 1%前日からの休息期間

８時間未満 ８時間以上 11時間以上 無回答
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7

6

5

4

3

2

1

正社員との格差

正社員なれない

契約更 新不安

　図８－２　仕事で運転中の経験（バス乗務員）

　図10　政府に対する要求（複数回答）

　図９　職場での不満（複数回答）

3%

3%

3%

43%

27%

67%

63%

47%

63%

23%

27%

3%

7%

7%

7%

7%

居眠り運転した

交通事故起こしそう

安全確認おろそか

前日の疲れ取れない

ある 時々ある ない 無回答

ある計 90％

ある計 67％

ある計 70％

ある計 30％

1.3%

2.3%

4.2%

5.3%

2.5%

4.1%

5.0%

5.3%

5.6%

5.9%

7.2%

7.3%

8.8%

9.7%

10.7%

12.1%

13.9%

22.5%

25.6%

26.1%

43.8%

59.2%

労働時間短い

正社員になれない

契約更新の不安

正社員との格差

労働条件守られず

割増賃金不払い

ハラスメント

ノルマがきつい

成果・能力主義

人間関係悪い

技術など継承ない

自己負担多い

仕事きつい

人手が足りない

労働時間不規則

職場なくなる不安

強盗等の不安

休暇取れない

労働時間長い

福利厚生充実ない

退職金ない

賃金が安い

以下は、正社員
以外を分母とし
た比率

4.6%

5.4%

6.3%

6.5%

8.3%

11.6%

16.6%

18.9%

18.9%

20.4%

23.7%

31.7%

37.0%

53.3%

教育制度の拡充

地域経済活性化

ハラスメント禁止

震災復興など

原発ゼロ

安定雇用など

医療の充実

景気対策など

消費税引き下げ

労働法制改悪阻止

改憲・戦争法廃止

年金拡充

最賃引き上げ

白タク反対

17% 50% 27% 7%前日からの休息期間

８時間未満 ８時間以上 11時間以上 無回答
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  賃金が
安い

労働時
間長い

退職金
がない

人手が
足りない

福利厚生
充実ない

職場なく
なる不安

①59％ ③26％ ②44％ ③26％

①54％ ③25％ ②46％

①79％ ②36％ ③28％

②57％ ③40％ ①63％

①76％ ②69％ ③33％

北海道 ①85％ ②58％ ③21％

宮　城 ①75％ ③20％ ②56％

福　島 ③50％ ①53％ ①53％

埼　玉 ①73％ ③32％ ②43％

東京タク ①56％ ③28％ ②48％

東京ハイ ②87％ ①93％ ③60％

神奈川 ①77％ ②49％ ③33％

静　岡 ①58％ ②36％ ③26％

愛　知 ①58％ ②32％ ③28％

京　都 ①57％ ③32％ ②35％

大　阪 ①53％ ②42％ ③25％

山　口 ①86％ ③29％

福　岡 ②29％ ②29％

長　崎 ①53％ ③43％ ②50％

大　分 ①56％ ②39％ ③36％

鹿児島 ②53％ ③27％ ①自己負担多い 60％

　図11　職場で不満に感じること（％、複数回答）

その他

ハイタク計

技　職　計

自　教　計

観光バス計

その他　計

ハ
イ
タ
ク

②労働時間不規則 42％

①人間関係悪い 35％
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